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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を略水平姿勢で保持する基板保持手段と、
　超音波振動を伝播可能な材料で形成されるとともに、前記基板保持手段に保持された基
板の被処理面と対向可能な対向面を有し、該対向面を前記被処理面から離間対向された振
動部材と、
　前記基板の被処理面と前記振動部材の対向面とで挟まれた空間に処理液を供給すること
で該空間に前記処理液を液密状態に溜める処理液供給手段と、
　超音波振動が伝播した液を吐出する超音波ノズルを有し、該超音波ノズルから吐出した
液を前記振動部材の対向面を除く非対向面に当てる超音波付与手段と
を備えたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
　基板を略水平姿勢で保持する基板保持手段と、
　超音波振動を伝播可能な材料で形成されるとともに、前記基板保持手段に保持された基
板の被処理面と対向可能な対向面を有し、該対向面を前記被処理面から離間対向された振
動部材と、
　前記基板の被処理面と前記振動部材の対向面とで挟まれた空間に処理液を供給すること
で該空間に前記処理液を液密状態に溜める処理液供給手段と、
　前記振動部材の対向面を除く非対向面に超音波振動が伝播した液を当てる超音波付与手
段と
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を備え、前記超音波振動が伝播した液の前記振動部材の非対向面への入射方向は略水平で
あることを特徴とする基板処理装置。
【請求項３】
　基板を略水平姿勢で保持する基板保持手段と、
　超音波振動を伝播可能な材料で形成されるとともに、前記基板保持手段に保持された基
板の被処理面と対向可能な対向面を有し、該対向面を前記被処理面から離間対向された振
動部材と、
　前記基板の被処理面と前記振動部材の対向面とで挟まれた空間に処理液を供給すること
で該空間に前記処理液を液密状態に溜める処理液供給手段と、
　前記振動部材の対向面を除く非対向面に超音波振動が伝播した液を当てる超音波付与手
段と
を備え、前記基板対向面に対してほぼ垂直に立ち上がった側壁面を前記非対向面とし、前
記超音波振動が伝播した液は前記側壁面に対して略垂直に当たることを特徴とする基板処
理装置。
【請求項４】
　前記基板保持手段を回転させることで基板を回転させる基板回転手段をさらに備える請
求項１ないし３のいずれかに記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記振動部材の対向面は前記基板の被処理面の平面サイズと同等以上の大きさの平面サ
イズを有する請求項１ないし４のいずれかに記載の基板処理装置。
【請求項６】
　前記振動部材を回転させる振動部材回転手段をさらに備える請求項１ないし５のいずれ
かに記載の基板処理装置。
【請求項７】
　前記振動部材は石英で形成される請求項１ないし６のいずれかに記載の基板処理装置。
【請求項８】
　超音波振動を伝播可能な材料で形成された振動部材の一面を基板対向面として基板の被
処理面に対向配置する振動部材配置工程と、
　前記基板の被処理面と前記振動部材の対向面とで挟まれた空間に処理液を供給すること
で前記処理液による液密状態を形成する液密形成工程と、
　前記振動部材の対向面を除く非対向面に、超音波ノズルから吐出させた超音波振動が伝
播した液を当てる超音波付与工程と
を備えたことを特徴とする基板処理方法。
【請求項９】
　超音波振動を伝播可能な材料で形成された振動部材の一面を基板対向面として基板の被
処理面に対向配置する振動部材配置工程と、
　前記基板の被処理面と前記振動部材の対向面とで挟まれた空間に処理液を供給すること
で前記処理液による液密状態を形成する液密形成工程と、
　前記振動部材の対向面を除く非対向面に超音波振動が伝播した液を当てる超音波付与工
程と
を備え、
　前記非対向面に対し前記超音波振動が伝播した液を略水平に入射させることを特徴とす
る基板処理方法。
【請求項１０】
　超音波振動を伝播可能な材料で形成された振動部材の一面を基板対向面として基板の被
処理面に対向配置する振動部材配置工程と、
　前記基板の被処理面と前記振動部材の対向面とで挟まれた空間に処理液を供給すること
で前記処理液による液密状態を形成する液密形成工程と、
　前記振動部材の対向面を除く非対向面に超音波振動が伝播した液を当てる超音波付与工
程と
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を備え、
　前記基板対向面に対してほぼ垂直に立ち上がった側壁面を前記非対向面とし、前記超音
波振動が伝播した液を前記側壁面に対して略垂直に当てることを特徴とする基板処理方法
。
【請求項１１】
　前記超音波付与工程において、基板を回転させながら前記振動部材の非対向面に超音波
振動が伝播した液を当てる請求項８ないし１０のいずれかに記載の基板処理方法。
【請求項１２】
　前記超音波付与工程において、前記振動部材を回転させながら前記振動部材の非対向面
に超音波振動が伝播した液を当てる請求項８ないし１１のいずれかに記載の基板処理方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体ウエハ、フォトマスク用ガラス基板、液晶用ガラス基板、プラズマ
表示用ガラス基板、光ディスク用基板等の各種基板に対して超音波を伝播させて洗浄処理
などの所定の処理を施す基板処理装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から基板上に付着したパーティクル等の微小な汚染物質を除去するために、処理液
を基板に供給するとともに当該処理液に超音波振動を付加して基板に伝播させていた。こ
れにより、処理液による化学的洗浄に加えて、超音波による物理的な振動が付与されるこ
とで基板の洗浄効果が高められ、パーティクルが効果的に除去される。ここで、基板の洗
浄方法として、多数枚の基板を一度に処理液中に浸漬させて処理するバッチ式の洗浄方法
と、１枚ごとに基板表面に処理液を供給して処理する枚葉式の洗浄方法とがある。
【０００３】
　枚葉式の基板処理装置として、例えば特許文献１に記載された装置が提案されている。
この装置では、基板の裏面（非デバイス面）に近接して対向する対向部材（プラッタ）に
１つ以上の超音波振動子を埋設することで、基板と近接部材の双方に接触している薬剤を
介して基板に超音波振動を伝播させている。基板裏面に入射した超音波の何割かは基板を
透過して基板の表面（デバイス面）へと至る。このとき、基板の上方に配置されたノズル
から基板表面に向けて薬剤を供給することで、該薬剤が基板表面側に伝播した超音波によ
って振動させられる。こうして、超音波振動が付加された薬剤によって基板表面に対する
洗浄が行われる。
【０００４】
　また、特許文献２に記載された装置では、基板表面に対向して配置され処理液を供給す
る処理液ガイドに超音波振動子を組み込んで、処理液に超音波振動を伝播させて洗浄効果
を高めている。
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５１５０５３号公報（第２０－２２頁、図２Ａ）
【特許文献２】特開平８－１３０２０２号公報（段落「００４２」～「００４３」、図５
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、デバイス製造過程で基板上に形成されるパターンは年々微細化して、基板上
のパーティクルを除去するために過剰な物理的衝撃が基板に加わると、容易にパターンが
倒壊、破損してしまう。そのため、基板上からパーティクルを除去するだけのエネルギー
を有する超音波を基板に照射しながらも、基板上に形成されたパターンにダメージを与え
ない程度のエネルギーとなるように、基板に到達する振動エネルギーの閾値をコントロー
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ルする必要がある。しかも、基板の被処理面内でパーティクルの除去性能が偏ることがな
いように、コントロールされた振動エネルギーを超音波洗浄される被処理面に対して均等
に伝播させる必要がある。
【０００７】
　従来装置では、基板に近接して対向する対向部材に直接に超音波振動子を取り付けて基
板に超音波振動を伝播させているために、次のような問題があった。すなわち、超音波振
動子そのものの大きさは限られている。このため、所定の閾値にコントロールされた超音
波振動エネルギーを被処理面全体に均等に伝播させるためには、複数の振動子を対向部材
に基板の被処理面に対して全体均一となるように取り付けるとともに、個々の振動子から
の発振出力をパターンにダメージを与えない程度のエネルギーとなるように低出力でかつ
、ばらつきなく制御する必要がある。しかしながら、各振動子が有する特性バラツキの影
響に加え、対向部材への振動子の取り付けを全体均一に行うことは極めて困難であり、振
動エネルギーが被処理面全体に均等に伝播されずに集中してしまう。その結果、基板上に
形成されたパターンにダメージを与えてしまい、基板を均一に処理することができない場
合があった。さらに、個々の振動子の発振出力を低出力状態でかつ、ばらつきなくコント
ロールすることは事実上不可能である。
【０００８】
　この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、基板へのダメージを抑制しながら基板
を均一に処理することのできる基板処理装置および方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明にかかる基板処理装置は、上記目的を達成するため、基板を略水平姿勢で保持
する基板保持手段と、超音波振動を伝播可能な材料で形成されるとともに、基板保持手段
に保持された基板の被処理面と対向可能な対向面を有し、該対向面を被処理面から離間対
向された振動部材と、基板の被処理面と振動部材の対向面とで挟まれた空間に処理液を供
給することで該空間に処理液を液密状態に溜める処理液供給手段と、超音波振動が伝播し
た液を吐出する超音波ノズルを有し、該超音波ノズルから吐出した液を振動部材の対向面
を除く非対向面に当てる超音波付与手段とを備えたことを特徴としている。
【００１０】
　また、この発明にかかる基板処理方法は、上記目的を達成するため、超音波振動を伝播
可能な材料で形成された振動部材の一面を基板対向面として基板の被処理面に対向配置す
る振動部材配置工程と、前記基板の被処理面と前記振動部材の対向面とで挟まれた空間に
処理液を供給することで前記処理液による液密状態を形成する液密形成工程と、前記振動
部材の対向面を除く非対向面に、超音波ノズルから吐出させた超音波振動が伝播した液を
当てる超音波付与工程とを備えたことを特徴としている。
【００１１】
　このように構成された発明（基板処理装置および方法）では、振動部材が基板の被処理
面と対向して離間して配置されることで、基板の被処理面と振動部材の対向面との間には
空間が形成される。そして、この空間に対して処理液が供給されることで該空間に処理液
による液密状態が形成される。この状態で、振動部材の対向面を除く非対向面に、超音波
ノズルから吐出させた超音波振動が伝播した液を当てることによって超音波振動を振動部
材に伝播させている。振動部材に伝播された超音波振動は振動部材内を分散しながら広が
っていく。その一部の振動波は振動部材の対向面全体から液密状態の処理液へと広く均一
に伝わり該処理液を振動させる。よって、超音波振動エネルギーを均等に分散させながら
基板の被処理面に伝播させることができる。このように、超音波振動が伝播した液を介し
て振動エネルギーを振動部材全体に均等に分散させているため、基板の被処理面に対して
振動エネルギーが集中することがなく、しかも被処理面に伝播するエネルギー密度を均等
に減衰させることができる。その結果、基板のダメージを抑制しながら基板を均一に処理
することができる。
【００１２】
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　ここで、基板を回転させながら振動部材に超音波振動が伝播した液を当てるようにして
もよい。この構成によれば、基板と振動部材との間に処理液による液密状態を形成したま
ま基板をその回転方向に効率良く処理することができるとともに、除去した汚染物質を処
理液に作用する遠心力でもって速やかに基板外に排出することができる。
【００１３】
　また、超音波振動が伝播した液の振動部材の非対向面への入射方向は略水平であること
が望ましい。これにより、振動部材内を伝播する超音波振動は水平方向に分散され、振動
エネルギーが集中するのが防止される。しかも、超音波の伝播方向（超音波振動が伝播し
た液の入射方向）と基板の被処理面とが略平行な関係となることで、超音波が直接に基板
の被処理面に到達して基板にダメージを与えるのを防止することができる。
【００１４】
　さらに、基板対向面に対してほぼ垂直に立ち上がった側壁面を振動部材の非対向面とし
て、超音波振動が伝播した液を側壁面に対して略垂直に当てるように構成すると、液体（
超音波振動が伝播した液）と固体（振動部材）との界面を超音波が透過するのを妨げるこ
となく、界面付近で振動エネルギーが集中するのを防止することができる。
【００１５】
　ここで、振動部材の対向面は基板の被処理面の平面サイズと同等以上の大きさの平面サ
イズを有するように構成することが望ましい。この構成によれば、超音波振動エネルギー
を分散させる有効面積が広がるとともに、基板の被処理面の全面に対して処理液による液
密状態を形成することができる。その結果、被処理面に伝播する振動エネルギーの均一な
分散を効果的に達成することができる。
【００１６】
　また、振動部材を回転させながら該振動部材に超音波振動が伝播した液を当てるように
するのが望ましい。この構成によれば、振動部材内に伝播する超音波振動をさらに効果的
に分散させることができ、振動エネルギーが集中して基板の被処理面に到達するのを防止
することができる。また、振動部材を回転可能に構成することで、振動部材に付着する処
理液を回転により振り切って排出することができるとともに、振動部材自体を定期的に洗
浄することが可能となる。
【００１７】
　なお、振動部材の材質としては、超音波を伝播させ易いこと、清浄度が要求されること
、耐薬液性能を有すること、および加工のし易さの観点から石英を用いることが望ましい
。また、石英以外にも超音波振動を伝える材料としてサファイア、セラミック材料、Ｓｉ
Ｃなどにより振動部材を構成してもよい。
【００１８】
　また、本発明に用いられる液密状態を形成する処理液としては、純水のほか、処理液中
に超音波振動によるキャビテーションを効率的に発生させる観点から窒素溶解水、エッチ
ング作用のある薬液、例えばＳＣ１（アンモニア／過酸化水素水の混合液）等を用いるこ
とができる。また、処理液に界面活性剤を添加して基板表面に対する濡れ性を向上させる
ようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、基板の被処理面と振動部材の対向面との間に処理液を液密状態に溜
めて該振動部材の非対向面に超音波振動が伝播した液を当てている。これにより、超音波
振動は振動部材内を広く分散しながら伝播され、振動部材の対向面全体から液密状態の処
理液へと広く均一に伝わり該処理液を振動させる。このため、基板の被処理面に対して振
動エネルギーが集中することがなく、しかも被処理面に伝播するエネルギー密度を均等に
減衰させることができる。その結果、基板のダメージを抑制しながら基板を均一に処理す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
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　図１は、この発明にかかる基板処理装置の一実施形態を示す図である。この基板処理装
置は、半導体ウエハ等の基板Ｗの表面Ｗｆ（本発明の「被処理面」に相当）に付着したパ
ーティクルや各種金属不純物などの汚染物質を除去するための洗浄処理に用いられる枚葉
式の基板処理装置である。より具体的には、デバイスパターンが形成される基板表面Ｗｆ
に対して純水または洗浄用の薬液（以下「処理液」という）を供給するとともに、該処理
液に超音波振動を付与して基板Ｗを洗浄する装置である。
【００２１】
　この基板処理装置は、基板Ｗをその表面Ｗｆを上方に向けた状態で水平に保持して回転
させるスピンチャック１と、スピンチャック１に保持された基板Ｗの上面に対向配置され
た遮断板３と、スピンチャック１に保持された基板Ｗの上面中央部に向けて処理液を供給
する処理液ノズル５と、遮断板３に向けて超音波振動が伝播した液（以下「超音波伝播液
」という）を吐出する超音波ノズル７とを備えている。
【００２２】
　スピンチャック１は、回転軸１１がモータを含むチャック回転駆動機構１３の回転軸に
連結されており、チャック回転駆動機構１３の駆動により鉛直方向に伸びる回転軸Ｊ回り
に回転可能となっている。この回転軸１１の上端部には、円盤状のスピンベース１５が一
体的にネジなどの締結部品によって連結されている。したがって、装置全体を制御する制
御ユニット４からの動作指令に応じてチャック回転駆動機構１３を駆動させることにより
スピンベース１５が回転軸Ｊ回りに回転する。このように、この実施形態では、チャック
回転駆動機構１３が本発明の「基板回転手段」として機能している。
【００２３】
　スピンベース１５の周縁部付近には、基板Ｗの周縁部を把持するための複数個のチャッ
クピン１７が立設されている。チャックピン１７は、円形の基板Ｗを確実に保持するため
に３個以上設けてあればよく、スピンベース１５の周縁部に沿って等角度間隔で配置され
ている。チャックピン１７のそれぞれは、基板Ｗの周縁部を下方から支持する基板支持部
１７ａと、基板支持部１７ａに支持された基板Ｗの外周端面を押圧して基板Ｗを保持する
基板保持部１７ｂとを備えている。各チャックピン１７は、基板保持部１７ｂが基板Ｗの
外周端面を押圧する押圧状態と、基板保持部１７ｂが基板Ｗの外周端面から離れる解放状
態との間を切り替え可能に構成されている。
【００２４】
　スピンベース１５に対して基板Ｗが受渡しされる際には、複数個のチャックピン１７を
解放状態とし、基板Ｗに対して洗浄処理を行う際には、複数個のチャックピン１７を押圧
状態とする。押圧状態とすることによって、複数個のチャックピン１７は基板Ｗの周縁部
を把持してその基板Ｗをスピンベース１５から所定間隔を隔てて略水平姿勢に保持するこ
とができる。基板Ｗは、その表面（デバイスパターン形成面）Ｗｆを上面側に向け、裏面
Ｗｂを下面側に向けた状態で保持される。このように、この実施形態では、チャックピン
１７が本発明の「基板保持手段」として機能している。
【００２５】
　スピンチャック１の上方には、チャックピン１７に保持された基板Ｗに対向する円盤状
の遮断板３（本発明の「振動部材」に相当）が水平に配設されている。この遮断板３は、
基板表面Ｗｆの全域を覆うことができるように基板Ｗ（表面Ｗｆ）の平面サイズＤに比べ
て若干大きな平面サイズを有しており、スピンチャック１の回転軸１１と同軸上に配置さ
れた回転軸３１の下端部に一体回転可能に取り付けられている。この回転軸３１には、遮
断板回転駆動機構３３が連結されており、制御ユニット４からの動作指令に応じて遮断板
回転駆動機構３３のモータを駆動させることにより遮断板３を鉛直軸Ｊ回りに回転させる
。制御ユニット４は、遮断板回転駆動機構３３をチャック回転駆動機構１３と同期するよ
うに制御することで、スピンチャック１と同じ回転方向および同じ回転速度で遮断板３を
回転駆動させることができる。このように、この実施形態では、遮断板回転駆動機構３３
が本発明の「振動部材回転手段」として機能している。
【００２６】
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　また、遮断板３は、遮断板昇降駆動機構３５と接続され、遮断板昇降駆動機構３５の昇
降駆動用アクチェータ（例えばエアシリンダーなど）を作動させることで、遮断板３をス
ピンベース１５に近接して対向させたり、逆に離間させることが可能となっている。具体
的には、制御ユニット４は遮断板昇降駆動機構３５を駆動させることで、基板処理装置に
対して基板Ｗが搬入出される際には、スピンチャック１の上方の退避位置に遮断板３を上
昇させる。その一方で、基板Ｗに対して洗浄処理を行う際には、スピンチャック１に保持
された基板Ｗの表面Ｗｆの近傍に設定された所定の処理位置まで遮断板３を下降させる。
これにより、遮断板３の下面（対向面３ａ）と基板表面Ｗｆとが近接した状態で離間して
対向配置される。
【００２７】
　回転軸３１は、中空軸となっており、その内部に処理液供給管５１が挿通されている。
この処理液供給管５１の先端が、処理液ノズル５を形成している。処理液供給管５１は純
水供給ユニット２１および薬液供給ユニット２３と接続されており、純水または薬液が選
択的に供給される。そして、処理液ノズル５から処理液（純水または薬液）が供給される
ことで、基板表面Ｗｆと遮断板３の対向面３ａとで挟まれた空間ＳＰに処理液を液密状態
に溜めることが可能となっている。このように、この実施形態では、処理液ノズル５が本
発明の「処理液供給手段」として機能している。
【００２８】
　遮断板３の側壁（側壁面３ｂ）は、後述する超音波ノズル７から吐出される超音波伝播
液の入射面となっており、基板対向面３ａに対して垂直に立ち上がっている。この側壁面
３ｂの高さ（遮断板３の厚み）は、超音波ノズル７から吐出される超音波伝播液が遮断板
３の上面および下面（対向面３ａ）へ回り込まない程度の大きさを有する。遮断板３の側
壁面３ｂに超音波伝播液が当てられると、超音波振動が遮断板３に伝播して遮断板３全体
が振動する。遮断板３に伝播した超音波振動は遮断板３の内部を伝播して広がっていき、
その一部の振動波は遮断板３から液密状態の処理液へと伝わり、該処理液を振動させる。
【００２９】
　遮断板３の材質としては、(1)超音波を伝播させ易いこと、(2)清浄度が要求されること
、(3)耐薬液性能を有していること、および(4)加工のし易さの観点から高純度石英が用い
られる。また、石英以外にも超音波振動を伝播可能な材料として、処理液（純水に限らな
い）への溶出等の問題がなければ、あるいは溶出等が許容できる範囲内であればサファイ
ア、セラミック材料、ＳｉＣなどにより構成してもよい。
【００３０】
　遮断板３の側方には、該遮断板３の側壁面３ｂに向けて超音波振動が伝播した液（純水
）を吐出する超音波ノズル７が本発明の「超音波付与手段」として配設されている。具体
的には、遮断板３が基板Ｗと近接対向する処理位置まで下降した際に、超音波ノズル７か
ら吐出される液が遮断板３の側壁面３ｂに対して略垂直に当たるように超音波ノズル７が
配置されている。つまり、超音波ノズル７の吐出口は遮断板３の側壁面３ｂに向けて開口
しており、超音波伝播液の吐出方向Ｐと基板表面Ｗｆとは略平行な関係となる。
【００３１】
　次に、超音波ノズル７の構成について図２を参照しつつ詳述する。超音波ノズル７はい
わゆるホーン型のノズルであり、ノズル本体７１は、有蓋円筒形状の胴部７１ａと、該胴
部７１ａに結合され断面の形状が略Ｖ字形をなすノズル先端部７１ｂとを備えている。こ
のノズル本体７１の内部には、液（純水）を充填可能な充填空間ＦＳが形成されている。
ノズル先端部７１ｂには吐出口７２が設けられ、充填空間ＦＳ内に供給された液を該吐出
口７２から吐出する。この吐出口７２の開口面積は、胴部７１ａの縦断面（液の吐出方向
Ｐと略直交する断面）の面積に比べて小さくなっている。つまり、ノズル先端部７１ｂの
縦断面の面積は、胴部７１ａとの結合部（図２の右側）から開口部（図２の左側）にかけ
て徐々に小さくなっている。胴部７１ａの側面には充填空間ＦＳに純水を供給する供給口
７３が設けられており、配管７４を介して純水供給ユニット２１と連通接続されている。
したがって、この配管７４を介して純水が充填空間ＦＳに供給されると、充填空間ＦＳか
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ら吐出口７２を介して純水が吐出方向Ｐに吐出される。
【００３２】
　また、ノズル本体７１の内部には、吐出口７２と対向して胴部７１ａの上壁面に超音波
振動子７５が固設されている。超音波振動子７５の表面には、石英もしくは高純度ＳｉＣ
（炭化珪素）の薄板が貼り付けられている。超音波振動子７５には、ケーブル７６が電気
的に接続されており、ケーブル７６は、超音波発振器（図示省略）に電気的に接続されて
いる。超音波振動子７５からは、充填空間ＦＳ内の純水に向けて超音波を発振することが
でき、吐出口７２から吐出される純水に超音波を付与することができる。
【００３３】
　次に、上記のように構成された基板処理装置の動作について説明する。図３は、図１の
基板処理装置の動作を示すフローチャートである。また、図４は、図１の基板処理装置の
動作を模式的に示す図である。この装置では、基板の表面Ｗfにデバイスパターンが形成
された基板Ｗがパターン形成面を上方に向けた状態で搬入されスピンベース１５上に載置
されると、制御ユニット４が複数個のチャックピン１７を解放状態から押圧状態とするこ
とにより基板Ｗの周縁部を把持する。これにより基板Ｗは略水平姿勢に保持される。なお
、基板Ｗの搬送を行う際には、遮断板３はスピンチャック１の上方の退避位置にあり、基
板Ｗとの干渉を防止している。
【００３４】
　基板Ｗがチャックピン１７に保持されると、制御ユニット４は遮断板３を処理位置まで
降下させて基板Ｗに近接して対向配置させる（ステップＳ１；振動部材配置工程）。これ
により、基板表面Ｗｆは遮断板３の基板対向面３ａに覆われ、基板Ｗの周辺の外部雰囲気
から遮断される。そして、図４（ａ）に示すように、処理液ノズル５から基板表面Ｗｆの
略中央部に処理液を供給して基板表面Ｗｆと遮断板３の基板対向面３ａとで挟まれた空間
ＳＰを液密状態にすることで該空間ＳＰにパドル状に処理液を溜める（ステップＳ２；液
密形成工程）。ここで、遮断板３の平面サイズは基板Ｗの平面サイズＤに比べ同等以上の
大きさに形成されているので、基板表面Ｗｆの全域に処理液による液密状態（基板表面Ｗ
ｆをほぼ断面形状とする液柱）が形成される。
【００３５】
　次に、制御ユニット４はチャック回転駆動機構１３を制御してスピンベース１５を回転
させることにより、基板Ｗと遮断板３との間に処理液による液密状態を形成したまま、基
板Ｗを回転させる（ステップＳ３）。このとき、基板回転と併せて遮断板回転駆動機構３
３を制御してスピンベース１５の回転数とほぼ同一の回転数で同一方向に遮断板３を回転
させるのが望ましい。これにより、後述するように、遮断板３に付与される超音波振動を
効果的に遮断板３の内部に分散させることができる。
【００３６】
　この状態で、図４（ｂ）に示すように、遮断板３の側方の超音波ノズル７から超音波伝
播液（純水）を吐出させて遮断板３の側壁面３ａに対して略垂直に入射するように当てる
（ステップＳ４；超音波付与工程）。これにより、超音波が液体（超音波伝播液）と固体
（遮断板３）との界面を透過して遮断板３内に伝播して該遮断板３を振動させる。遮断板
３に入射した超音波振動は遮断板３内部を水平方向に分散しながら広がっていく。その一
部の振動波（遮断板３への超音波の入射方向に対して垂直かつ下向きの成分）は、遮断板
３の対向面３ａの全体から液密状態の処理液へと広く均一に伝わり処理液を振動させる。
このように、液（超音波伝播液）を介して遮断板３全体を振動させているので、振動エネ
ルギーを効果的に遮断板３内に分散させることができる。
【００３７】
　これにより、基板表面Ｗｆに伝播する超音波振動のエネルギー密度を均等に減衰させる
ことができる。詳しくは、パターンにダメージを与えない程度に閾値がコントロールされ
た振動エネルギーを基板表面Ｗｆの全域にわたって伝播させることができる。その結果、
基板表面Ｗｆに形成されたパターンにダメージを与えることなく、パーティクル等の汚染
物質が除去される。なお、除去された汚染物質は処理液に作用する遠心力でもって速やか
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に基板外に排出される。
【００３８】
　こうして、基板Ｗの洗浄処理が終了すると、図４（ｃ）に示すように、制御ユニット４
はチャック回転駆動機構１３および遮断板回転駆動機構３３のモータの回転速度を高めて
基板Ｗおよび遮断板３を高速回転させる。これにより、洗浄後の基板Ｗおよび遮断板３に
付着している処理液を振り切って乾燥させる（ステップＳ５）。
【００３９】
　乾燥処理が終了すると、制御ユニット４は遮断板回転駆動機構３３を制御して遮断板３
の回転を停止させるとともに、チャック回転駆動機構１３を制御して基板Ｗの回転を停止
させる（ステップＳ６）。その後、遮断板３が上昇され、基板Ｗの周縁部を保持する複数
個のチャックピン１７を押圧状態から解放状態にして、処理済基板Ｗが装置から搬出され
る（ステップＳ７）。
【００４０】
　以上のように、この実施形態によれば、基板表面Ｗｆと遮断板３の対向面３ａとで挟ま
れた空間ＳＰに処理液による液密状態を形成するとともに、遮断板３の側壁面３ｂに超音
波振動が伝播した液を当てている。これにより、超音波振動は遮断板３の内部を広く分散
しながら伝播して、遮断板３の対向面３ａ全体から液密状態の処理液を介して基板表面Ｗ
ｆに到達する。このため、基板表面Ｗｆに対して振動エネルギーが集中することなく、し
かも基板表面Ｗｆに伝播するエネルギー密度を均等に減衰させることができる。その結果
、基板Ｗのダメージを抑制しながら基板Ｗを均一に処理することができる。
【００４１】
　また、この実施形態によれば、遮断板３の平面サイズは基板Ｗの平面サイズＤと同等以
上の大きさを有しているので、次のような作用効果が得られる。すなわち、超音波振動エ
ネルギーを分散させる有効面積を基板Ｗ（表面Ｗｆ）の平面サイズＤまで広げることによ
って、基板表面Ｗｆに伝播する振動エネルギーの均一な分散を効果的に達成することがで
きる。また、液密状態の処理液（液柱）の断面サイズを遮断板３の平面サイズより小さく
することにより、遮断板３の側壁面３ｂで発生する超音波の反射による影響を回避するこ
とができる。つまり、処理液と周囲雰囲気との境界（液柱の側面）を遮断板３の側壁面３
ｂより径方向内側に収めることによって、遮断板３の内部であって側壁面３ｂの近傍に存
在する反射波による影響を軽減して、パターンにダメージが入るのを防止することができ
る。
【００４２】
　上記した観点からすると、図５に示すように、遮断板３の平面サイズを基板Ｗの平面サ
イズＤに比べて十分大きくなるように形成するのが望ましい。これにより、遮断板３の側
壁面３ｂで発生する超音波の反射による影響を確実に排除することができる。
【００４３】
　また、この実施形態によれば、遮断板３に超音波伝播液を略水平に入射させているため
、遮断板３内を伝播する超音波振動は水平方向に分散され、振動エネルギーが集中するの
を防止することができる。つまり、遮断板３の上面あるいは下面（対向面３ａ）に対して
所定の角度を有するように超音波伝播液を遮断板３に当てた場合には、振動エネルギーを
水平方向に十分に分散させることができず、狭い範囲に集中した状態で超音波が基板Ｗに
伝わりダメージを与えることになるが、この実施形態によれば、振動エネルギーの集中を
防いで基板Ｗへのダメージが防止される。しかも、超音波伝播液の入射方向と基板表面Ｗ
ｆとが略平行な関係となることで、超音波が直接に基板表面Ｗｆに到達して基板Ｗにダメ
ージを与えるのを防止することができる。また、遮断板３の側壁面３ｂに対して超音波伝
播液が略垂直に入射させているので、液体（超音波伝播液）と固体（遮断板３）との界面
を超音波が透過するのを妨げることなく、界面付近で振動エネルギーが集中するのが防止
される。
【００４４】
　さらに、この実施形態によれば、遮断板３を回転させながら超音波伝播液を該遮断板３
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に当てているため、遮断板３内に伝播する超音波振動を効果的に分散させることができる
。また、このように、遮断板３を回転可能に構成することで、遮断板３に付着する処理液
を回転により振り切って排出することができるとともに、遮断板３を定期的に洗浄するこ
とが可能となる。
【００４５】
　この発明によれば、超音波伝播液を介して遮断板３を振動させるように構成しているの
で、遮断板などの基板Ｗと近接する対向部材に超音波振動子を直接に取り付ける場合に発
生する次のような問題を解消することができる。すなわち、超音波振動子の取り付けと該
超音波振動子を駆動させるための配線等を基板Ｗと近接する対向部材に備えるようにする
と、汚染蓄積があってはならない洗浄装置にとって極めて不利であり、洗浄効果を相殺す
ることにもなりかねない。特に、対向部材を上方に配置して該対向部材に付着する液滴を
残さないようにするとともに、対向部材自体を洗浄する場合には対向部材を回転させる必
要がある。この場合、回転軸に複数の配線を這わすとともに、処理液および必要によって
ガス（窒素等）を通すとなると、汚染蓄積が起こり易く、セルフクリーニングによっても
清浄にすることができなくなってしまう。
【００４６】
　一方で、この発明のように、超音波伝播液を介して基板Ｗと近接する対向部材を振動さ
せる方式では、対向部材自体に超音波振動子および配線等を取り付ける必要がないため、
上記した汚染蓄積が起こり難く、セルフクリーニングによって清浄度を維持することも容
易である。
【００４７】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限
りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。例えば、上記実施形
態では、遮断板３の平面サイズを基板Ｗの平面サイズＤと同等以上の大きさとしているが
、これに限定されず、基板表面Ｗｆとの間に処理液による液密状態を形成することが可能
であればその大きさは任意である。例えば、遮断板の平面サイズを基板Ｗの平面サイズＤ
の半分とした場合であっても、基板表面Ｗｆと遮断板との間に処理液による液密状態を形
成したまま基板Ｗ（または遮断板）を回転させることにより、基板表面Ｗｆの全域を洗浄
処理することができる。
【００４８】
　また、上記実施形態では、遮断板３の形状を円盤状の板状部材としているが、遮断板３
の形状はこれに限定されない。基板対向面を有して基板Ｗとの間に処理液による液密状態
を形成可能であって、該基板対向面を除く非対向面に超音波伝播液を入射させることが可
能な形状であればよい。例えば、直方体、円錐形、ドーム形状などであってもよい。
【００４９】
　また、この基板処理装置で用いる処理液としては、純水でも洗浄効果が認められるが、
純水のほか、処理液中に超音波振動によるキャビテーションを効率的に発生させる観点か
ら窒素溶解水、エッチング作用のある薬液、例えばＳＣ１（アンモニア／過酸化水素水の
混合液）等を用いることができる。また、処理液に界面活性剤を添加して基板表面Ｗｆに
対する濡れ性を向上させるようにしてもよい。また、超音波ノズル７から吐出させる液に
ついても純水に限らず、液密状態の処理液に悪影響を及ぼさないものであればよい。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　この発明は、半導体ウエハ、フォトマスク用ガラス基板、液晶表示用ガラス基板、プラ
ズマ表示用ガラス基板、光ディスク用基板などを含む基板全般の表面に対して超音波を伝
播させて所定の処理を施す基板処理装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】この発明にかかる基板処理装置の一実施形態を示す図である。
【図２】超音波ノズルの構成を示す図である。
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【図３】図１の基板処理装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】図１の基板処理装置の動作を模式的に示す図である。
【図５】遮断板の変形態様を示す図である。
【符号の説明】
【００５２】
　３…遮断板（振動部材）
　３ａ…対向面
　３ｂ…側壁面
　５…処理液ノズル（処理液供給手段）
　７…超音波ノズル（超音波付与手段）
　１３…チャック回転駆動機構（基板回転手段）
　１７…チャックピン（基板保持手段）
　３３…遮断板回転駆動機構（振動部材回転手段）
　Ｄ…（基板の被処理面の）平面サイズ
　ＳＰ…（基板の被処理面と振動部材の対向面とで挟まれた）空間
　Ｗ…基板
　Ｗｆ…（基板の）被処理面

【図１】 【図２】
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